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(4) まちづくりに関するアンケート調査 

表 調査結果概要 

対象 シリブカ公園前通行者 

期間 2016 年 8月 5日（金）19：00－21：00 

調査方法 配布回収 

回答数 115 通 

 

①回答者の属性 

 

図 性別 

 

図 居住地域 

図 年齢 

 

図 年齢（年齢３区分） 
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②公共空間の利活用について 

○多くの方が、公共空間を有効に活用していると認識しており、更なる有効活用も望まれてい

る。 

○居住地域別にみると、東区の方はもっと有効に活用するべきと回答している割合も 47.0％と

高く、一方で、他区の方は有効に活用していると感じている割合が 68.8％を占めている。 

 

 

＜広島市における公共空間の有効活用事例について＞ 

広島市においては、有効空地、河岸緑地や、道路

を利用した各種イベントの実施やオープンカフ

ェ・イルミネーション等の事業が行われ有効活用

されている事例があります。 

 

 

 

資料｜広島市 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1150338613905/index.html 

図 河岸緑地を利用したオープンカフェ 
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③公共空間の維持管理について 

○多くの方が、適切に維持管理されていると感じている一方で、更なる充実も望まれている。 

○東区の方は、「適切に維持管理されている」と答えた方が多いが、「維持管理されていない」

と感じている方も存在する。 
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④交通規制によるイベントの実施について 

○賑わいや活気が生まれるため、多くの方が、いろんな場所での交通規制によるイベントを望

んでいる。 

○場所により判断は異なるとした方の中でも、エキキタでは実施してもよいと答えた方が多く

なっている。 

○東区の方は、約７割がいろんな場所で実施してほしいと答えている一方で、実施は望ましく

ないとしている方も存在している。 

○40歳代、70歳代の方の中には、実施は望ましくないとしている方も存在している。 
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＜参考＞夏の夜、祈りと平和の夕べ 開催内容（1/2） 

 
表 開催概要 

主催団体 
【夏の夜、祈りと平和の⼣べ実⾏委員会】 
構成：七社寺会、⼆葉の⾥歴史の散歩道ボランティアガイドの会、尾⻑地区連合町内会、⼆葉

の⾥町内会、光が丘町内会、⼭根町⻄部町内会、東区役所） 
開催日時 2016 年 8 月 5 日（⾦）19：00－21：00 
開催場所 ⼆葉の⾥周辺 
 

  

写真 イベントの様子 
 

表 イベント内容とイベント参加者数 
場所 内容 時間帯 計測値 特記 

Ａ饒津神社 笛を中心とした演奏 19：30－19：45 107 － 

Ｂ明星院 読経 19：50－19：55 16 － 

Ｃ鶴羽根神社 先着 50 名がろうそく点⽕ 20：00－20：05 24 － 

Ｄ広島東照宮 笙の演奏・被爆体験の講話 20：30－20：40 131 － 

Ｅ尾⻑天満宮 尺⼋の演奏 20：05 25 

・⾼齢者層、⾼齢者夫
婦が多い 

・外国⼈２名 

Ｆ國前寺 読経 19：30 60 
・町内の方が多い 

Ｇ聖光寺 虚無僧による尺⼋演奏 19：15 100 
・外国⼈・子ども・ガ

イドも多い 
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＜参考＞夏の夜、祈りと平和の夕べ 開催内容（2/2） 

 
図 調査地点（イベント開催場所） 
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(5) ペデストリアンデッキを利用したイベント事業 

①概要 

平成 25 年度から工事を進めていた「広島駅新幹線口ペデストリアンデッキ」が、平成 28年 10

月 30 日（日）より供用を開始し、これにより、二葉の里・若草地区と広島駅新幹線口２階改札口

が連絡されるようになった。 

この施設の供用にあわせて、尾長地区連合町内会やエキキタまちづくり会議、広島市東区役所

等で構成する実行委員会は、渡り初めイベントとして、ペデストリアンデッキを利用したイベン

ト事業を実施した。 

本イベントでは、通路の一部を占用し、コンサート等音響を使用したものや、産直市等収入を

得る事業も実施された。 

開催概要及び通路占用のための申請手続き（提出書類）は次のとおりである。 

 

表 開催概要 

主催団体 

エキキタ「ペデ“渡り初め”」イベント実行委員会 

（尾長地区連合町内会・ホテルグランヴィア広島・シェラトングランドホテル広島・

エキキタまちづくり会議・広島市東区役所） 

開催日時 2016 年 10 月 30 日（日）12：00－15：30 

開催場所 広島駅北口ペデストリアンデッキ 

実施事業 

○イベント 

スポーツ団体トークショー、紙芝居、ミニコンサート・ダンス、綱引き大会 

○ブース 

産直市、パネル展示、茶席、フェイスペイント、ゆるキャラ等との記念撮影 

 

○行政財産使用許可申請書・誓約書 

○占用の位置及びその付近を表示した図面 

○占用する通路の有効幅を表示した図面 

○占用面積実測図及び占用箇所の位置図 

○占用料を示す表（※広島市道路占用料徴収条例） 

○イベント実施要領 

○主催団体規約、名簿 

○道路使用許可申請書 

○イベント開催に伴う食品取扱届 

表 申請手続き（提出書類） 
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②実証実験の定性的な評価 

○イベント時の来場者数を計測した結

果、正午頃にピークとなり、約 300 人の

来場者数が見られた。その後も一定の

来場者が見られる。 

○広島駅２階改札を抜けて、ペデストリ

アンデッキでのイベントの様子が視界

に入るためか、イベントへの来場者に

限らず、自然とそのままペデストリア

ンデッキに出てくるような人が多く見

られた。 

○イベント時、歩行者動線が確保されていなくとも、大きな問題は生じていなかった。また、

点字ブロックを利用される人も協力を得ながら通行できていた。 

○来場者の中には、販売・飲食等を求める声もあり、来場者の滞在時間を延ばす工夫が求めら

れる。特に飲食ニーズがあることも確認された。 

 

 

11：30 

 

12：00 

 

12：30 

 

13：00 

 

13：30 

 

14：00 

 

14：30 

 

15：00 

 

15：30 

 

終了後 

写真 イベントの様子 

 

 

改札を抜けると視界に広がるイベント状況 
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4-4．賑わい創出事業の効果と課題 

業務期間中に実施したイベントでの効果と課題を検証した結果、既存の条例等により、道路や

緑地等の公共空間を利用することは可能であるが、利用目的や内容など制約条件があるため、制

度の見直し等を含めて検討する必要性が考えられる。 

 

表 結果概要 

項目 結果概要 

インバウンドイ

ンフォメーショ

ン 

外国人観光客は近年急激に増加傾向にある中、広島駅周辺は、外国人観光客

の多くが立ち寄っていると考えられることから、行政と民間が連携して外国

人受入環境の整備や情報発信などについてハード・ソフト両面の取り組みを

行う必要性は高いと考えられる。 

公共空間の占用

利用手続き 

公共空間の利用手続きにあたって各種申請書の提出が必要であるが、窓口が

一本化されていないことや、利用内容によって提出書類が異なることなどの

問題が確認でき、利用のための申請手続き手順等について明確に整理し提示

することや窓口を一元化することなどが課題である。 

賑わい創出事業

の公共空間への

影響 

賑わい創出事業（飲食販売等を想定）のため公共空間を利用するにあたって、

原状回復のために大規模な工事を伴う可能性は低く、利用上の問題はないと

思われる。ただし、利用時間や、参加者・歩行者等の状況によっては、原状

回復のための工事及び届出を行う必要があると考えられる。 

賑わい創出事業

の収益性 

歩行者通行量から見て収益事業として十分な集客は確保されていないと思わ

れ、出店店舗の宣伝・PRをエキキタまちづくり会議が日常的に行う等の取組

も必要になると考えられる。 

賑わい創出事業

のニーズ 

イベント中に実施したアンケートによると、エキキタ周辺の公共空間の維持

管理状況については東区住民の約７割が評価している一方で、有効活用とい

う面では、東区住民の約４割が更なる有効活用を求めている。 
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第 5 章 収益事業の検討 

対象施設を活用した広告事業、物販事業、オープンカフェ等の収益事業を展開できる可能性の

ある施設（場所）を抽出し、収入等の試算等を行い、そのポテンシャルを検討した。なお、収入等

については、広告事業は他都市の事例を参考に掲出利用料とし、その他は協賛金（これまで利用

できなかったインフラ施設等を利用するために支払う費用）として整理する。協賛金は市の条例

で定める道路占用料・公園使用料相当額とする。 

 

5-1．前提条件の設定 

収益事業としての試算等にあたって、次のとおり前提条件を設定した。 

 

○収益事業を展開できる可能性のある施設（場所）は、第２章で整理した、街区公園・有効空

地・壁面後退空間・ペデストリアンデッキを対象とする。 

○物販、オープンカフェ等の個別事業の収支は成り立つことを前提とする。 

○収益は場所の使用料とし、広島市の現在の道路占用料・公園使用料等を参考に試算する。 

○広告については、屋外広告物条例、他事例の状況（東京都品川区大崎）から金額を設定し、

掲載可能箇所、面積は想定で試算する。 

 

表 収益事業を展開できる可能性のある施設の抽出 

施 設 想定される活用の可能性 抽出理由 

街区公園 ・非日常的な利用（イベント） 
・面的な拡がりがあり、イベント時には利

用が想定されるため 

二葉の里第 3 公園 
・定常的な利用（カフェ・移動

販売） 

・周辺に企業、専門学校、ホテル等が立地

し、昼間人口は常時 5,000 人程度を見

込んでおり、日常的に利用される可能

性があるため 有効空地 
・定常的な利用（イベント等） 

・広告 

壁面後退空間 ・非日常的な利用（イベント） ・一体利用することにより面的な拡がり

があり、イベント時には利用が想定さ

れるため 

・実証実験時に歩行者、自転車通行量は

1,200 人/3h 

道路・緑道 ・非日常的な利用（イベント） 

ペデストリアンデッキ 
・週末等に利用（イベント） 

・広告 

・駅に直結しており、人通りが多いため 

・歩行者の断面交通量は約 54,700 人／日

（広島駅自由通路完成時） 

・平日は通勤通学によるラッシュ時の混

雑が予想されるため利用しない。 

※収益を確保するための歩行者交通量の目安 約 5,000 人/日（7h）飲食業組合聞き取り 
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5-2．収益事業の試算 

前提条件にしたがって、収益事業としての試算を行った。以下に結果概要と対象施設の位置図

を示す。 

 

表 収益事業の試算 結果概要 

収益 

①街区公園 2,817,500 

②道路・緑道 80,000 

③壁面後退空間 80,000 

④ペデストリアンデッキ 5,327,775 

⑤有効空地 14,003,955 

イベント利用等計 22,309,230 

 

 

図 収益事業の対象施設 

  

③土地区画整理事業区域内

の二葉の里まちづくりガ

イドラインに基づく壁面

後退空間 

⑤再開発等促進区を定める地

区計画に基づく有効空地 

④ペデストリアンデッキ 

①街区公園 

①街区公園（二葉の里第 3 公園） 

②道路・緑道 
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(1)街区公園 

街区公園は、一日を通して近隣住民の憩いの場としての利用にとどまり、収益事業の需要が見

込めない空間であるが面的な拡がりがあるため、非日常的な利用（イベント）を想定する。 

街区公園のうち、二葉の里第 3 公園については、周辺に企業、専門学校、ホテル等が立地する

ため、日常的に利用される可能性があることから、定常的な利用（カフェ・移動販売）を想定す

る。 

○対象施設は、「各街区公園」を利⽤する。 
○占⽤物件は、非日常的な利⽤（イベント）は「テント」を、定常的な利⽤（カフェ・移動販売）は「移動販

売⾞」を想定する。 
○テント数は、「エキキタおながフェスタ 2016（主催：エキキタおながフェスタ 2016 実⾏委員会・尾⻑地区

連合町内会）」での利⽤数等を参考に、駐⾞ます数は、広島市⻄新天地公共広場での事例を参考に設定する。 

 

表 街区公園_非日常的な利用（イベント） 

 

 

表 街区公園_定常的な利用（カフェ・移動販売） 

 

 

 

図 非日常的な利用（イベント）イメージ 

 

図 定常的な利用イメージ 
     

備考
⼆葉 ⾥第⼆公園（㎡） 1,000.00
光が丘山根公園（㎡） 1,570.48
光町公園（㎡） 3,305.78
若草第⼀公園（㎡） 838.00
合計面積（㎡） 6,714.26
テント面積（㎡）① 20
テント数（張）② 10
占用面積（㎡）③=①×② 200
日使用単価（円/㎡）④ 200
日協賛⾦（円）⑤=③×④ 40,000
年間使用日数（日）⑥ 2
年間協賛⾦（円）⑦=⑤×⑥ 80,000

項目

対象施設 公園台帳（調書）

占用物件・
面積

夏の夜、祈りと平和の夕べ
使用テント面積　20㎡

協賛⾦ 
使用日数

広島市公園条例別表５ 公園使
用料 参考

備考
対象施設 ⼆葉 ⾥第三公園（㎡） 1,000.00 公園台帳（調書）

駐⾞  面積（㎡）① 12.5
駐⾞  数（台）② 3
占用面積（㎡）③=①×② 37.5
日使用単価（円/㎡）④ 200
日協賛⾦（円）⑤=③×④ 7,500
年間使用日数（日）⑥ 365
年間協賛⾦（円）⑦=⑤×⑥ 2,737,500

項目

占用物件・
面積

協賛⾦ 
使用日数

広島市公園条例別表5 公園使
用料 参考

光町公園 

二葉の里第三公園 



5-4 

 

(2) 道路・緑道 

道路・緑道は、一日を通して近隣住民の憩いの場としての利用にとどまり、収益事業の需要が

見込めない空間であるが面的な拡がりがあるため、非日常的な利用（イベント）を想定する。 

○対象施設は、「⼆葉の⾥歴史の散歩道の緑道」を利⽤する。 
○占⽤物件は、「テント」を想定する。 
○テント数は、「エキキタおながフェスタ 2016（主催：エキキタおながフェスタ 2016 実⾏委員会・尾⻑地区

連合町内会）」での利⽤数等を参考に設定する。 

 

表 道路・緑道_非日常的な利用（イベント） 

 
※緑道は広島市公園条例に基づく。 

 

(3) 壁面後退空間 

壁面後退空間は、常に人がいるような空間ではないが面的な拡がりがあるため、非日常的な利

用（イベント）を想定する。 

○対象施設は、「⼆葉の⾥歴史の散歩道沿いの壁⾯後退部分」を利⽤する。 
○占⽤物件は、「テント」を想定する。 
○テント数は、「エキキタおながフェスタ 2016（主催：エキキタおながフェスタ 2016 実⾏委員会・尾⻑地区

連合町内会）」での利⽤数等を参考に設定する。 

 

表 壁面後退空間_非日常的な利用（イベント） 

 

  

図 道路・緑道、壁面後退空間 非日常的な利用（イベント）イメージ 

備考
対象施設 ⼆葉 ⾥歴史 散歩道 緑道（㎡） 4,050 図上計測

テント面積（㎡）① 20
テント数（張）② 10
占用面積（㎡）③=①×② 200
日占用単価（円/㎡）④ 200
日協賛⾦（円）⑤=③×④ 40,000
年間占用日数（日）⑥ 2
年間協賛⾦（円）⑦=⑤×⑥ 80,000

項目

占用物件・
面積

夏の夜、祈りと平和の夕べ
使用テント面積　20㎡

協賛⾦ 
使用日数

広島市公園条例別表5 公園使
用料 参考

備考
対象施設 ⼆葉 ⾥歴史 散歩道沿 （㎡） 4,050 図上計測

テント面積（㎡）① 20
テント数（張）② 10
占用面積（㎡）③=①×② 200
日占用単価（円/㎡）④ 200
日協賛⾦（円）⑤=③×④ 40,000
年間占用日数（日）⑥ 2
年間協賛⾦（円）⑦=⑤×⑥ 80,000

占用物件・
面積

夏の夜、祈りと平和の夕べ
使用テント面積　20㎡

協賛⾦ 
使用日数

広島市公園条例別表5 公園使
用料 参考

項目

二葉の里歴史の散歩道 
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(4) ペデストリアンデッキ 

ペデストリアンデッキは、駅に直結しており、人通りが多いため、週末等に利用（イベント）

を想定する。あわせて、広告事業についても検討を行う。 

○対象施設は、「ペデストリアンデッキ」を利⽤する。 
○占⽤物件は、週末等日常的な利⽤（イベント等）は「ペデストリアンデッキ実証実験時と同様の占⽤⾯積」

を、広告事業は⼤崎駅東⻄⾃由通路景観広告スペースを事例として、「Ａ０横サイズの広告掲出利⽤スペー
ス」を想定する。 

 

表 ペデストリアンデッキ_週末等日常的な利用（イベント等） 

 

 

 

 

表 ペデストリアンデッキ_広告事業 

 

 

 

 

図 広告パネル設置イメージ 

 

  

備考
占用物件 テーブル・イス等（㎡）① 70 ペデ渡り初めイベント時と同様の占用面積

日占用単価（円/㎡）② 120
日協賛⾦（円）③=①×② 8,400
年間占用日数（日）④ 120
年間協賛⾦（円）⑤=③×④ 1,008,000

項目

協賛⾦ 
使用日数

広島市道路占用料徴収条例
別表 道路占用料 参考

備考
掲出物件 広告パネル数（基）① 15

日掲出利用単価（円/基）② 2,630
日掲出利用料（円）③=①×② 39,450
年間掲出利用日数（日）④ 365
年間掲出利用料（円）⑤=③×④ 14,399,250

年間協賛⾦（円）⑥=⑤×0.3 4,319,775 年間掲出利用料 3割
⼤崎 事例 参考

協賛⾦ 
使用日数

⼤崎駅東⻄⾃由通路景観広告 
ペースを参考

項目

図 ペデストリアンデッキでの 

イベントの様子 

図 広告パネル設置 

資料：大崎エリアマネージメント HP 

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
広
島 

若草町地区 

６ブロック 

（シェラトングランド

ホテル広島） 
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(5) 有効空地 

有効空地は、周辺に企業、専門学校、ホテル等が立地するため、日常的に利用される可能性が

あることから、定常的な利用（イベント等）を想定する。 

あわせて、広告事業についても検討を行う。 

○対象施設は、「有効空地」を利⽤する。 
○占⽤物件は、定常的な利⽤（イベント等）は「テント」を、広告事業は⼤崎駅東⻄⾃由通路景観広告スペー

スを事例として、「Ａ０横サイズの広告掲出利⽤スペース」を想定する。 
○テント数は、「エキキタおながフェスタ 2016（主催：エキキタおながフェスタ 2016 実⾏委員会・尾⻑地区

連合町内会）」での利⽤数等を参考に設定する。 

 

表 有効空地_定常的な利用（イベント等） 

 

 

表 有効空地_広告事業 

 

備考
対象施設 有効空地（㎡）① 750 図上計測

テント面積（㎡）② 20
テント数（張）③ 9
占用面積（㎡）④=②×③ 180
占用面積割合（％）⑤=④/① 24.0%
日占用単価（円/㎡）⑥ 200
日協賛⾦（円）⑦=④×⑥ 36,000
年間占用日数（日）⑧ 365
年間協賛⾦（円）⑨=⑦×⑧ 13,140,000

協賛⾦ 
使用日数

広島市公園条例別表5 公園使
用料 参考

項目

占用物件・
面積

夏の夜、祈りと平和の夕べ
使用テント面積　20㎡

備考
掲出物件 広告パネル数（基）① 3

日掲出利用単価（円/基）② 2,630
日掲出利用料（円）③=①×② 7,890
年間掲出利用日数（日）④ 365
年間掲出利用料（円）⑤=③×④ 2,879,850

年間協賛⾦（円）⑥=⑤×0.3 863,955 年間掲出利用料 3割
⼤崎 事例 参考

項目

協賛⾦ 
使用日数

⼤崎駅東⻄⾃由通路景観広告 
ペースを参考
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第 6 章 帰宅困難者支援対策の検討 

広島市地震被害想定報告書、既存対策等の既存資料を基に、官民連携による広島駅の帰宅困難

者対策に係る可能性等について検討した。 

 

6-1．既存対策等の整理 

 (1) 帰宅困難者対策に必要な取組 

内閣府と東京都が設置した「首都直下地震帰宅困難者対策協議会」が平成２４年９月１０日に

公表した最終報告では、帰宅困難者対策として以下のような取組が必要であるとしている。 

 

①⼀⻫帰宅の抑制 
企業等における施設内待機、⼤規模な集客施設や駅等における利⽤者保護を進める。 

②⼀時滞在施設の確保 
滞留者等が発災後、最⻑３日間程度留まるための⼀時滞在施設を確保する。 

③帰宅困難者等への情報提供 
むやみに移動を開始しないことを周知し、安全確保情報や、帰宅情報等を提供するための関係機
関の連携体制の構築や、情報伝達手順の明確化を図る。 

④駅周辺における混乱防⽌ 
駅前滞留者対策協議会等を設⽴し、地域の⾃助・共助の取組を地域ルールとして定める。 

⑤徒歩帰宅者への⽀援 
災害時徒歩帰宅⽀援ステーションの充実や、帰宅⽀援対象道路に関する対策を進める。 

⑥帰宅困難者の搬送 
特別搬送者に対する搬送方法の検討を進める。 

 

図 帰宅困難者対策の具体的な取組 

資料｜首都直下地震帰宅困難者等対策協議会「最終報告」概要  
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一時滞在施設の確保にあたっては、民間事業者等の協力が不可欠であるが、帰宅困難者に提供

できるスペースの不足等の理由により、一時滞在施設として帰宅困難者を受け入れる事業者が増

えない状況にある。また、一時滞在施設で二次災害等が発生し、受け入れ中の帰宅困難者が負傷

した場合、現行の民法の解決によると、施設管理者に損害賠償責任が発生する可能性があること

も要因としてあげられる。 

また、帰宅困難者対策においては、一時滞在施設不足というハード対策の課題が長期化するこ

とにより、ソフト対策に対しても、影響を与えることが懸念される。例えば、ソフト対策におい

て、地域のルールを検討したり、訓練を実施したりする場合において、具体的な帰宅困難者の誘

導先となる一時滞在施設が決まらないため、内容の深化が図れないといったことが想定される。 

このため、帰宅困難者対策は、ハード・ソフト対策を合わせて講じていくことが重要である。 

 

 

図 ハード対策が進まないことによる影響イメージ 
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(2) 国による支援制度 

国土交通省では、都市再生緊急整備地域内及び主要駅周辺の滞留者等の安全の確保と都市機能

の継続を図るため、官民連携による一体的・計画的なソフト・ハード両面の対策への支援を行っ

ている。 

 

①都市安全確保計画制度による帰宅困難者対策の推進 

都市再生特別措置法第 19 条の 13 に基づく都市再生安全確保計画は、大規模な地震等が発生し

た場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全確保を図るため、国、地方公共団体、

民間事業者等の関係者の適切な役割分担・連携方法等を定めるものであり、滞在者等の安全確保

を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の都市再生安全確保施設の整備等に関する

対策（ハード対策）と、情報共有・提供、防災に関する訓練の実施、人材の育成や確保、ルールの

整備、医療サービスの確保といった対策（ソフト対策）等のハード・ソフト両面の対策が盛り込

まれることが想定されるものである。 

この都市再生安全確保計画は、国、関係地方公共団体、都市開発事業者等、警察・消防等の防

災関係機関、避難スペースを有する既存オフィスビルの所有者・テナント、鉄道事業者、情報通

信事業者、ライフライン事業者、医療機関等の官民の様々な関係者から構成される「都市再生緊

急整備協議会」（法定協議会）が作成する。 

 

＜⾏政手続きのワンストップ処理（都市再⽣特別措置法第 19 条の 15・16）＞ 
都市再⽣安全確保計画の作成・実施に関連して、建築確認等、耐震改修計画の認定⼜は都市公園
の占⽤許可が必要な場合に、それぞれの⾏政手続きを⾏うものにあらかじめ協議して同意を得る
ことで、計画が公表された場合にそれらの認定があったものとみなされる。 

 
＜備蓄倉庫等の容積率の特例（都市再⽣特別措置法第 19 条の 17）＞ 

都市再⽣安全確保計画に記載された都市再⽣安全確保施設の整備に関する事業等に係る建築物に
ついては、特定⾏政庁が交通上、安全上、防⽕上及び衛⽣上⽀障がないと認める備蓄倉庫や⾃家
発電設備質等の床⾯積については、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ床⾯積に算⼊されな
い。 

 
＜都市再⽣安全確保施設に関する協定制度（都市再⽣特別措置法第 45 条の 13・14・15・20・21）＞ 

⼤規模地震発⽣の際に必要となる避難経路⼜は避難施設の整備や備蓄倉庫等の管理の方法等に関
して、⼟地所有者等の権利者全員で締結する協定に承継効が付与されることにより、⼟地所有権
が譲渡された場合でも譲渡先の相手にも効⼒を及ぶことで、避難経路等の確実な確保を図ること
ができる。 

図 都市再生安全確保計画の作成促進のための特例制度（都市再生特別措置法） 

 

②税制支援 

都市再生安全確保計画に記載され、都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備

蓄倉庫については、特例措置として、備蓄倉庫部分の固定資産税・都市計画税の課税標準を、最

初の 5 年間、価格に 2/3 に参酌し、1/2 以上 5/6 以下の範囲内において市町村の条例で定める割

合を乗じて得た額に減額するものである。 
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図 都市再生緊急整備地域（広島駅周辺地区） 

資料｜広島市「都市再生緊急整備地域について」 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1122357486630/index.html 
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(3) 広島市の帰宅困難者対策の取組 

①帰宅困難者一時滞在施設の指定（民間施設） 

広島市では、帰宅困難者が発生した場合には、原則として、広島市が指定している生活避難場

所（市立小学校等 212 施設）等の各避難場所を活用し受け入れることとしているが、これらを補

完するため、特に帰宅困難者の滞留等が懸念される交通結節点周辺等において、民間事業者の協

力が得られた施設を一時滞在施設として指定している。 

帰宅困難者の一時滞在施設への受け入れに当たっては、広島市において、災害の規模や被害の

状況等を見極めた上で必要と判断した場合に、各施設へ支援要請を行うこととしている。 

広島市より支援要請を受けた各施設は、建物等の安全を確認した上で、可能なスペースや時間

帯の範囲で帰宅困難者を受け入れ、水道水やトイレの提供、その他可能な支援を行う。 

広島市は、防災行政無線屋外受信機（JR広島駅に設置している屋外スピーカー）や防災情報メ

ール、ホームページ等を通じて、一時滞在施設の開設について市民へ周知する。 

 

表 JR 広島駅周辺地区の一時滞在施設 

施設名 所在地 

広島インテリジェントホテル本館 南区東荒神町３番３６号 

広島インテリジェントホテルアネックス 南区稲荷町３番２７号 

広島グランドインテリジェントホテル 南区京橋町１番４号 

広島オフィスセンター（光建設工業（株）） 南区東荒神町３番３４号 

ホテルセンチュリー２１広島 南区的場町一丁目１番２５号 

シェラトングランドホテル広島 東区若草町１２番１号 

ホテルグランヴィア広島 南区松原町１番５号 

ホテルニューヒロデン 南区大須賀町１４番９号 

ルネサンス広島ボールパークタウン 南区南蟹屋二丁目３番３号 

ホテル JAL シティ広島 中区上幟町７番１４号 

ホテル広島ガーデンパレス 東区光町一丁目１５番２１号 

広島教育会館ホテルチューリッヒ東方２００１ 東区光町二丁目７番３１号 

資料｜広島市危機管理室災害予防課 
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②浸水時緊急退避施設の指定（民間施設を含む） 

広島市では、津波や洪水、高潮等による浸水時の避難体制の充実を図るため、次に掲げる構造

要件等に適合し、所有者等の承諾が得られた施設（高層ビル等）を「浸水時緊急退避施設」とし

て指定しており、津波や洪水、高潮等の際に、市が開設する避難場所等への避難の途中で目前急

迫の浸水危険にさらされた場合に、市民等が緊急一時的に退避するための施設として使用される。 

 

＜浸水時緊急退避施設の構造要件等＞ 

・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造で地上

４階建以上の建築物であること。 

・新耐震設計基準（昭和５６年６月１日施行）に適合していること、

または、耐震診断等により耐震性が確認された建築物であること。 

・地上４階以上の高さに、緊急一時的に退避できる場所（廊下や階段、

集客スペース等で、その合計面積が概ね１００平方メートル以上）

を有すること。 

・緊急退避時に、容易に退避可能な構造または管理体制等を有するこ

と。 

資料｜広島市危機管理室災害予防課 

 

表 JR 広島駅周辺の浸水時緊急退避施設（平成 29年 1月 4 日時点） 

施設名 所在地 

市営大須賀住宅 南区大須賀町 20 番 6 号 

グリーン二葉の里 東区二葉の里一丁目 2番 34 号 

広成ビル 東区上大須賀町 1番 1 号 

宗教法人念法眞教広島念法寺 東区光町一丁目 9番 5 号 

創価学会広島池田平和記念会館 東区光町一丁目 15番 39 号 

日商岩井光町ハイツ 東区光町一丁目 11番 24 号 

グランアークテラス 東区若草町 11番 2号 

資料｜広島市危機管理室災害予防課 
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尾長小学校 

荒神町小学校 

段原小学校 

広島市民球場 

幟町小学校 

凡例 

◆ 民間の帰宅困難者一時滞在施設 

■ 公共の緊急避難場所 

■帰宅困難者の状況 

区 域 
生活支障 
帰宅困難者(人) 

広島駅 54,487 

 在来線口 48,666 

 新幹線口 4,242 

 新幹線口バス 1,578 

※対象地震 

（以下のいずれの地震においても帰宅困難
者数は同じ） 

・南海トラフ巨体地震 

・安芸灘～伊予灘～豊後水道 

・五日市断層 

・己斐－広島西縁断層帯 

・岩国断層帯 

・安芸灘断層群（広島湾－岩国沖断層帯） 

 

名 称 
広島インテリジェント

ホテル本館 

所在地 南区東荒神町 3-36 

場 所 1階ロビー、2階宴会場 

約 50 名 

 

名 称 広島オフィスセンター 

所在地 南区東荒神町 3-34 

場 所 2 号館 4 階会議室 

約 110 名 

名 称 

所在地 南区的場町 1-1-25 

場 所 3 階宴会場 

約 200 名 

名 称  

所在地 南区大須賀町 14-9 

場 所 2 階宴会場 

約 100 名 

名 称 
ルネサンス広島 

ボールパークタウン 

所在地 南区南蟹屋 2-3-3 

場 所 
4 階スタジオ 

5 階テニスコート 

約 600 名 

 

名 称 ホテルグランヴィア広島 

所在地 南区松原町 1-5 

場 所 4 階宴会場 

約 300 名 

名 称 

所在地 中区上幟町 7-14 

場 所 

約 140 名 

名 称 

所在地 東区光町 1-15-21 

場 所 2 階宴会場 

約 300 名 

名 称 

所在地 東区光町 2-7-31 

場 所 3、4 階宴会場 

約 380 名 

名 称 シェラトングランド 

ホテル広島 

所在地 東区若草町 12-1 

場 所 3 階宴会場 

約 250 名 

 

名 称 
広島インテリジェント

ホテルアネックス 

所在地 南区稲荷町 3-27 

場 所 1階ロビー、2階宴会場 

約 40 名 

 

名 称 
 

所在地 南区京橋町 1-4 

場 所 
1 階ロビー 

2 階、3 階宴会場 

約 300 名 

 

● ホテル 

▲ 公共施設 

広島駅 

※民間施設 受入可能人数合計 2,770 人 

災害時において民間側からの施設提供に関する協定を結んでいる施設と受入可能人数を以下に示す。また、当該地区の周辺にはホテルや公共施設が点在していることから今後はこれらの施設についての活用についても検討

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□市民球場 備蓄物資 

品 目 数 量 

乾パン（合計） 9,216 

 乾パン（24 年度） 1,152 

 乾パン（25 年度） - 

 乾パン（26 年度） 5,120 

 乾パン（27 年度） 2,944 

クラッカー（合計） 1,960 

 クラッカー（26 年度） 1,050 

 クラッカー（27 年度） 910 

アルファ化米 五目（合計） 3,000 

アルファ化米 五目（24 年度） 650 

アルファ化米 五目（25 年度） 2,350 

アルファ化米 青菜（合計） 800 

アルファ化米 青菜（26 年度） 450 

アルファ化米 青菜（27 年度） 350 

アルファ化米 梅（合計） 1,450 

アルファ化米 梅 （ 26 年度） 200 

 アルファ化米 梅 （ 27 年度） 1,250 

毛布（枚） 8,845 

保温シート（枚） 3,760 

非常用アルミシート寝袋型（枚）  11,304 

生理用品（個） 6,634 

おむつ子供用（個） 4,428 

おむつ大人用（個） 2,979 

簡易トイレ（セット） 343 

トイレットペーパー（巻） 204 

ペールバケツ（個） 26 

杓（本） 22 

ビニール袋（枚） 210 

ラジオライト 23 

コードリール 26 

発電機 9 

投光器 18 

三脚 19 

目隠しテント 44 
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6-2．帰宅困難者に対する既存制度の運用と官民連携による取組可能性 

大規模災害時、駅周辺等の帰宅困難者が比較的多く発生するエリアにおいては、大きな混乱を

招き、行政のみの対応が困難な場合も想定されることから、エリアマネジメント組織（ビル所有

者等の民間事業者も含む）が、平時から帰宅困難者対策に取り組むことが求められる。 

 

 (1) エリアマネジメント組織の役割（イメージ） 

①災害発生等緊急時における取組 

・組織会員等と連携を図りながら、一時滞在施設の開放や情報発信、帰宅困難者の避難活動の

支援等、マンパワーを活用して、行政の活動の支援を行う。 

②まちづくり事業に防災の視点を反映 

・地域の自助・共助の取組を地域ルールとして定める。（情報提供等の連携体制の構築、情報伝

達手順の明確化等） 

・まちづくりのガイドラインに防災の視点を反映（一時滞在施設や備蓄倉庫の確保、ソフト対

策に対する協力等） 

③防災の視点を反映した平常時の取組 

・組織会員（ビル所有者等）と協力し、一時滞在施設や備蓄倉庫の確保等を図る。 

・災害発生時の行動や、一時滞在施設の利用方法、一時滞在施設・病院・診療所等の位置を示

すガイドマップ等を作成する。 

・帰宅困難者対策の訓練等の企画を行い、行政と連携して実施する。 

 

(2) 行政の役割（イメージ） 

①帰宅困難者支援に関する情報共有 

・帰宅困難者対策に利用できるスペースの不足等、帰宅困難者支援に関する情報の把握整理を

行うとともに、エリアマネジメント組織と情報の共有を行う。 

②都市再生安全確保計画等の作成 

・関係機関等により構成される都市再生緊急整備協議会及び帰宅困難者対策協議会により、都

市再生安全確保計画及びエリア防災計画を作成する。作成にあたっては、エリアマネジメン

ト組織の取組を計画に反映するとともに、それらの取組に対して、制度上の支援（備蓄倉庫

等の容積率非算入等）を行う。 

③ハード・ソフト両面の対策 

・都市再生安全確保計画及びエリア防災計画に基づき、滞在者等の安全確保を図るために必要

な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の都市再生安全確保施設の整備等に関する対策（ハード

対策）と、情報共有・提供、防災に関する訓練の実施、人材の育成や確保、ルールの整備、

医療サービスの確保といった対策（ソフト対策）等のハード・ソフト両面の対策について、

エリアマネジメント組織の活動と連携しながら、取組を進める。 
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図 エリアマネジメント組織が取り組む活動イメージ 

 

 

図 横浜市防災ガイドマップの例 

計画反映

帰宅困難者支援に関する情報整理・共有

防災の視点を反映した取組の実施

まちづくり事業に防災の視点を反映

地域の自助・共助の取り組みを
地域ルールとして定める

○情報提供等の連携体制の構築
○情報伝達手順の明確化 など

組織会員（ビル所有者等）と協力し、
一時滞在施設や備蓄倉庫の確保等

エリアマネジメント組織 行政

まちづくりのガイドラインに
防災の視点を反映

○一時滞在施設や備蓄倉庫の確保
○ソフト対策に対する協力 など

帰宅困難者対策の訓練等の企画

ガイドマップ等の作成

制度補助

実働訓練等
の実施

帰宅困難者支援スペースの不足状況

都市再生安全確保計画・
エリア防災計画

都市再生緊急整備協議会・
帰宅困難者対策協議会

災害時帰宅支援ステーションの協定締結状況

一時滞在施設の指定状況情報共有

ソフト対策 ハード対策

災害発生等緊急時における取組 情報共有

情報発信、避難活動支援、行政活動の支援



 

7-1 

 

第 7 章 企業等の参画の可能性検討 

業務対象範囲において整理される民間開発施設等において、将来的な公開空地等の面的管理の

ルールづくりに係る地域・企業に対してサウンディングを行い、公共と一体となった維持管理、

賑わい創出等について企業の参画の可能性について検討する。 

 

7-1．企業サウンディング 

対象施設のうち民間企業が所有・管理している施設について、所有者・管理者の意向を調査し

た。さらに、官民連携により取り組む可能性のある事業内容について、関連する官民事業者にマ

ーケットサウンディングを実施し、対象施設に対する官民連携の需要、可能性を把握した。 

 

表 サウンディング概要 

対象 日時 方法 サウンディング内容 

維持管理会社 

1 社 

2017 年 1月 13 日 

10：00～ 
対面聞き取り 

・道路の包括管理の可能性、メリ

ットについて 

造園会社 

1 社 

2017 年 1月 10 日 

15：00～ 
対面聞き取り 

・植栽の包括管理、指定管理によ

るメリットについて 

地権者又は 

管理会社 

6 社 

2016 年 10 月 6日～ 

2017年1月17日までの

期間（各者 1時間程度） 

対面聞き取り 

・植栽の維持管理状況について 

・官民一体での植栽等の維持管

理の可能性について 

・イベント等公共空間の活用ニ

ーズ（利用・広告）について 

・公共空間の活用に係る制限に

対する意見 

広告会社 

1 社 

2017 年 1月 17 日 

16：00～ 
対面聞き取り 

・エキキタ内での広告収入の可

能性について 

ゼネコン 

1 社 

2017 年 1月 20 日 

10：00～ 
対面聞き取り 

・市街地再開発事業を行う上で

の官民連携の可能性について 
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＜サウンディングから得られた官民連携の可能性（維持管理）＞ 

項 目 サウンディング結果 

道路の包括管理の可能性、 

メリットについて 

（維持管理会社） 

・これまで直営で実施してきている苦情対応や小規模修繕等の維持管

理業務を含めて包括管理することで公費負担額が減少する可能性が

ある。 

・現在委託している業務は低価格で履行されているため、包括管理や指

定管理者制度にしても、コストメリットは見込めない。 

・巡回業務や仮補修を利用する住民や地域の団体が対応することがで

きれば、苦情の減少や満足度が高まる等の効果が見込める。 

植栽の包括管理、指定管理

によるメリットについて 

（造園会社） 

（公共空間のみ 道路・歩道・公園） 

・現在は東区全体がまとめて、工種ごとに発注され、競争入札で非常に

低落札率となっている。これをエキキタのエリア分だけ分けて、一括

して発注するとしても行政のコストメリットは無い。 

（民間部分をまとめること） 

・少量の緑地管理をまとめて実施することによって、個々の単価が下が

る。特に薬剤散布・施肥・かん水等は一箇所あたりでは短時間で済む

ものの、拘束時間が長くなりコスト高となっているため、包括管理で

経費の削減が図られる可能性がある。 

（公共空間、民間部分をまとめること） 

・統一的な美しさや機能を向上させ、エリア全体の「緑の不動産価値」

を高めることになる。長期間でみればリニューアルや統一カラー・季

節の演出等を地域で連携して創造することによって地域ブランドの

創出に貢献する可能性がある。 

・「オープンガーデン」の取組のような賑わい創出にもつながる可能性

がある。 

官民一体での植栽等の維持

管理の可能性について 

（地権者、ゼネコン） 

（植栽） 

・維持管理業務を切り分けて委託・実施することは問題ない。（A社）、

（D社）（E社） 

・費用面で折り合いがつけば可能性はある。（B社） 

・植栽の維持管理は自前で行っているため、費用負担は難しい。人手で

あれば協力できる。（C 社） 

・民間だけをまとめてコストメリットが出るのであればそれで良いの

ではないか。（F 社） 

・ただし、民間と一体となっている植栽が一方だけ手入れされている状

況は望ましくない。（F 社） 

 

（エレベーター・エスカレーター） 

・官民の施設を一括発注してコスト削減することについて大きな問題

はない。（A社）（D 社） 

・ペデストリアンデッキ、壁面後退空間、公園等新しく人が集まる又は

よく利用する高質で公的な施設は将来の維持管理方法、費用捻出を整

備前から考えて、利用による維持管理費用の捻出を踏まえた連携が必

要。（G社） 

・従来通りの維持管理ではインフラ施設の質が早々に低下してしまい、

利用が減るという悪循環になる可能性がある。（G 社） 
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＜サウンディングから得られた官民連携の可能性（利用）＞ 

項 目 サウンディング結果 

イベント等公共空間の活用

ニーズ（地権者） 

・イベント実施によるメリットは大きく、積極的に取り組んでいき

たい。（A社） 

・（積極的に主催等は考えていないが）地域のイベントに協力する形

でイベントに参画したい。その際に施設と一体となった空間を利

用できると良い。（E社） 

・敷地内でイベント等を行うことがあり、一体となっている幅員の

広い歩道の一部を活用したい。（D社） 

（ペデストリアンデッキ） 

・子どもの作品の展示をしたりすることは良いのではないか。（D社） 

（有効空地） 

・有効空地を活用して賑わいを創出していきたい。（B 社）（F社） 

・強力なコンテンツを準備している。これをベースに物産販売等に

よって賑わいを生み出したい。（F社） 

公共空間の活用に係る制限

に対する意見（地権者、ゼネ

コン） 

・地区計画の地区施設（歩行者用通路）は幅員が広すぎて違法駐輪

が多いため。幅員を減少させる等の規制緩和の必要性を感じてい

る。（D 社） 

・賑わいの創出や維持管理のための利用が可能となるような連携が

必要。（G社） 

・利活用を検討する際、まずは実証実験、まちづくりとしての活用

という流れは理解できる。テナント優先ということにかかわらず、

利活用できるように協力することは可能である。（A 社） 

（有効空地） 

・有効空地に対して賑わい創出のためにインフラ等の先行投資を考

えているが利用の制限があるので困っている。（利用日数が 180 日

/年以内と決められている。）（B社）（F 社） 

・有効空地の活用をエリアマネジメント組織と一緒に考え、実施す

ることで制限が緩和されるのであれば取り組んでいきたい。（B

社） 

・実験的に 1 年間、公共性のあるイベントを市が実施してもかまわ

ない。（B社） 

（二葉の里地区まちづくりガイドラインに基づく壁面後退空間） 

・単に歩けるスペースがあれば良いというのではなく、楽しんで歩

いていただくことができた方がいいのではないか。そのため、歴

史の散歩道への誘導や地区一体の賑わいの創出もしていく必要が

ある。（B社） 
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＜サウンディングから得られた官民連携の可能性（広告）＞ 

項 目 サウンディング結果 

エキキタ内での広告収入の

可能性について 

（広告会社） 

・年間 70 日程度カープのホームゲームがあり、この際の広告は可能

性がある。 

・その他の日には、この地が目的地となるような強いコンテンツが

無いと厳しい。 

・例えば球場並みのカープグッズの販売があるとか、テレビ局の生

き残り戦略としてコンテンツの発信を実施していく等。 

・コンテンツの要素として飲食が大事である。 

・コンテンツは一定期間発信できるものが良い。イベントを単発で

やり続けることは体力がいるし、難しい。 

エキキタ内での広告ニーズ

について（地権者、ゼネコ

ン） 

・各テナントでは、（ペデストリアンデッキでの）屋外広告物の需要

はある。（A 社）（B社） 

・有効空地にデジタルサイネージを置きたい。（B社） 

・駅に向かって引き込みのＰＲを行いたいが、規定により現状不可

能である。（A社） 

・駅周辺で広告が制限されているエリアが緩和されれば市の玄関口

として積極的に公共性の高い広告も打ち出せることができる。（G

社） 
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7-2．地域団体等の参画方法等の検討 

町内会・自治会を含めて地域で活動している団体の活動内容を把握し、官民連携により取り組

む事業内容と重複・関連する事項を整理し、参画方法を検討する。エキキタに含まれる連合町内

会会長、町内会会長へヒアリングを行った。 

 

項目 内 容 

現状の公園の維持管理について 

・現在の公園清掃は、上大須賀の第一公園を除いて、全て町内会の

ボランティアで実施している。 

・上大須賀の第一公園は、集会所が併設している関係もあり、報奨

金制度を活用している。 

・清掃時のゴミは、環境事務所が回収してくれる。 

指定管理者制度の導入につい

て 

・町内会は、現在の活動で精いっぱいである。指定管理者になると

収入が得られるが、報告書の提出等の事務の義務作業が上乗せと

なる指定管理までは考えられない。 

・エリアマネジメント組織等の支援があり、これまでボランティア

で実施している清掃活動と同じ内容・作業であれば可能性がある。 

・これまでボランティアで行っていることから、活動費用の収受が

発生しない活動のほうがよい。 

・指定管理者としても、町内会活動と連携することで一斉清掃等年

間スケジュールは立案しやすい。 

・指定管理者が、地元のボランティアで実施する事項、業者に発注

する事項の仕分け、実施時期の調整を行ってもらえば、町内会は

参加する可能性はある。 

・参加する場合の条件としては、連合町内会の範囲内（エキキタの

対象範囲よりは広くなる）の公園が対象となる。 

要望等 
・清掃活動の道具倉庫がない公園がほとんどである。道具倉庫があ

れば、参加者の負担は軽減できる。 

 

  公 園 公 共 町内会 市 民 

エリマネ組織 

公 園 公 共 町内会 市 民 企業等 

維持管理業務 ボランティア 

一部報奨金 

維持管理業務（減少） 
指定管理に 

基づく維持管理 

指定管理者制度 

図 現状の地域団体の参画状況 

図 今後の地域団体の参画方法 
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7-3．組織形態の検討 

(1)組織形態 

これまでの検討を行った事業を実施するために必要となる組織の形態を整理する。 

賑わい創出事業、収益事業に向けては、株式会社、NPO 法人、一般社団法人等の複数の種類の事

例がある。いずれの場合においても都市再生推進法人の認定要件となっている。一覧表において

は株式会社がより多くの事業展開を図っている。株式会社として幅広く事業を展開し、利益を追

求するのか、NPO 法人として、NPO 法に基づく活動のみを行うのか、一般社団法人として営利を目

的とせず、幅広く活動していくのか組織員の合意形成によりいずれの組織を目指していくかを整

理する必要がある。 

公園の指定管理者制度であれば町内会、老人クラブ等任意組織でも指定管理者となることが可

能である。 

道路の包括管理は建設工事を伴うため建設会社等による協同組合、共同企業体等による共同受

注の事例が見られる。 

賑わい創出事業等における組織形態と道路の工事も含めた包括管理のいずれも担うことができ

る組織形態は株式会社が想定される。また、株式会社であっても建設業を取得する必要があり、

将来的に可能性はあるものの、賑わい創出事業等を行なうための要件として工事を含む包括管理

を設定することはハードルが高いため、委託業務だけを統合した包括管理も考えられる。 

賑わい創出事業等における組織形態の特徴、都市再生推進法人制度の概要、都市再生推進法人

の組織形態と活動内容、道路の包括管理における組織形態を示した図又は表を次頁以降に示す。

また、エキキタで現在活動をしているエキキタまちづくり会議（任意組織）の概要についても参

考として示す。 

 

表 事業内容別の組織形態 

事業内容 組織例 事例都市 活動内容 

賑わい創出事業 

収益事業（広告） 

地域課題対応事業 

・株式会社 

・NPO 法人 

・一般社団法人 

・一般財団法人 

・札幌市、千代田区 

・川崎市 

・品川区 

・柏市 

・イベントの開催 

・インフラ施設への広

告の掲載 

・オープンカフェ 

・清掃活動 等 

維持管理事業（公園） 

指定管理者制度 

・町内会 

・老人クラブ  等 
広島市 

・公園の利用調整 

・日常の維持管理 

維持管理事業（道路） 

包括管理 

・建設会社等協同組

合、共同企業体、

目的会社、単独企

業等 

府中市、栃木県（統合業

務委託） 
・道路の維持管理 

 

 



 

7-7 

 

 

図 賑わい創出事業等の組織形態（中小企業庁が発行した「よくわかる中小企業のための新会社法 33問 33 答」等から作成）
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都市再⽣推進法⼈とは、都市再⽣特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法⼈として、市
町村が指定するものである。市町村は、まちづくりの新たな担い手として⾏政の補完的機能を担い
うる団体を指定することができる。 
 
●都市再生推進法人に認定される法人 

・まちづくり会社 ・NPO 法⼈ 
・⼀般社団法⼈（公益社団法⼈を含む） ・⼀般財団法⼈（公益財団法⼈を含む） 

●都市再生推進法人の主な業務 
・都市利便増進協定に基づく、都市利便増進施設の⼀体的な整備や管理 
・都市開発事業の実施やその⽀援 
・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供 等 

●都市再生推進法人のメリット 
都市再⽣法に基づく公的な位置付けが得られ、主に以下の事項が出来るようになります。 
①都市再⽣整備計画の提案、②都市利便増進協定への参画、③市町村や国等による⽀援 
④⼟地譲渡にかかる税制優遇、⑤エリアマネジメント融資 
⑥⺠間まちづくり活動促進事業による⽀援、⑦⺠間都市開発推進機構による⽀援 

●都市再生推進法人の指定の手続き 
①都市再⽣推進法⼈の指定の申請 
②市町村による審査 
③市町村⻑による指定 
④市町村⻑による監督等 

 

 

図 都市再生推進法人とは 

資料｜国土交通省「官民連携のまちづくり（都市再生整備計画を活用したまちづくり） 

   都市再生推進法人 制度紹介パンフレット 

※平成 28 年 9 月の都市再生特別措置法の改正により、株式会社の認定要件であった市町村の 3％以上の出資

は不要となった。 
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図 都市再生推進法人の組織形態と活動内容 

※都市再生推進法人の中でホームページ上で収集できる情報のみを提示しているため、●印をつけていないことに関しても事業を行っている可能性はある。また、情報が少ない組織については掲載していない。 
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表 維持管理事業（道路）包括管理組織形態例 

項 
目 事業協同組合 共同企業体（ＪＶ） 

特別目的会社 
（ＳＰＣ） 

単独企業 

目
的 

・ 組合員の経営の近

代化・合理化・経済

活動機会の確保 

・ 建設企業が単独で

受注及び施工を行

う通常の場合とは

異なり、複数の建設

企業が、一つの建設

工事を受注、施工す

ることを目的とし

て形成する事業組

織体 

・ 事業内容が特定さ

れており、ある特定

の事業を営むこと

を目的とした会社 

・ 建設企業が単独で

受注及び施工を行

う通常の場合 

法
人 

・ 中間法人（営利と公

益の中間的性格を

もつもの） 

・ 法人格なし ・ 営利法人 ・ 営利法人 

責
任 

・ 有限責任（組合員が

出資金以上の責任

を負わない） 

・ 無限責任（ＪＶ構成

員が全責任を負う）

かつ連帯責任 

・ 有限責任（組合員が

出資金以上の責任

を負わない） 

・ 有限責任（株主は出

資金以上の責任を

負わない） 

出
資 

・ 組合員は、地域の中

小企業者に限られ

る 

・ 組合員の出資金額

は、１社当たり１/

４まで 

・ 出資はない 
・ 出資者、出資金額に

制限無し 

・ 出資者、出資金額に

制限無し 

事
業
ス
キ
ー
ム
図 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ社 

Ｂ社 

Ｃ社

市 

事業共同組合 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社

組合員 非組合員

包括契約
加入

役割分担 再委託

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社 

市 

ＳＰＣ 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 
出資者 非出資者 

包括契約 
出資

再委託 

市 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社

ＪＶ構成員 ＪＶ非構成員

包括契約 

役割分担 再委託

JV 

市 

Ａ 社 

包括契約 



 

7-11 

 

(2)エキキタまちづくり会議 

現在、エキキタでエリアマネジメントの担い手として考える組織として「エキキタまちづくり

会議」がある。エキキまちづくり会議の組織員や活動内容等について以下に示す。 

エキキタまちづくり会議は平成 27年にエリア内の町内会、事業者、商工会、広島市東区役所等

によって設立され、エキキタの将来像、目標を検討する将来像部会、将来像の実現に向けた取組

みを検討、実施する事業部会、これらの部会の活動内容などの情報を発信していく情報発信部会

から構成されている。活動範囲は概ね当該業務範囲と同じである。現在は広島市からの事業共催

負担金、商工会からの「お店マップ」作成費用としての負担金等の約 300 万円／年で活動してい

る。 

 

 

 

 

  

構成団体名 

地域住民 尾長地区連合町内会 

事 業 者 

株式会社イズミ 

シェラトングランドホテル広島 

西日本旅客鉄道株式会社広島支社 

広島テレビ放送株式会社 

ホテルグランヴィア広島 

大和ハウス工業株式会社 

光商工会 

シージーケー株式会社    

地元町内会 

にしき堂 

広島ガーデンパレス 

広島銀行広島駅北口支店   

復建調査設計株式会社   

もみじ銀行広島光町支店 

その他 

(有)ビー・エム・ジー 

エキキタの通りに名前を付ける会 

広島県飲食業生活衛生同業組合 

（エキキタ部会） 

行政 東区役所 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 比治山大学･広島女学院大学 

副会長

会 長

事務局監事

企画会議

将来像部会 事業部会 情報発信部会

エキキタまちづくり会議

図 組織構成 

表 組織構成団体 

図 活動範囲 
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表 主な活動実績  

 月 日 内 容 

平成 

２７ 

年度 

 ３月２０日 エキキタまちづくり会議設立総会 

 ７月 ３日 エキキタまちづくり会議第１回総会 

１２月 ３日 スイーツラリー企画会議 

１２月１５日 先進地視察〔We love 天神協議会 視察〕 

 ２月 ８日 事業部会 

 ２月１２日 将来像部会 

 ３月１２日 第１回エキキタまちづくり会議講演会 

平成 

２８ 

年度 

 ７月３１日 H28 エキキタ尾長フェスタ エキキタまちづくり会議として出店 

 ８月 ５日 H28 祈りと平和の夕べ エキキタまちづくり会議として出店 

 ９月２０日 ペデストリアンデッキ渡り初めイベント検討委員会 

１０月３０日 ペデストリアンデッキ渡り初めイベント 

１１月２８日 H28 エキキタまちづくり会議第４回事業部会  スイーツラリー企画会議 

１２月 ３日 第２回エキキタまちづくり会議講演会 

図 スイーツラリーパンフレット 

図 お店マップ 
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図 エキキタまちづくり会議作成のまちづくりビジョン  
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(3)組織費用 

①組織設立費用 

組織の設立に必要な費用として以下の項目と金額が必要となる。エキキタにおいて想定される

株式会社、ＮＰＯ、一般社団法の設立費用は約 22 万円～約 35 万円で、一般財団は 300 万円以上

の拠出が必要となるため、最も高い。 

 

表 組織形態別の設立に必要な費用 
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②組織運営費用 

組織を運営していくために売上高についてどの程度必要か把握するために中小企業実態調査の

売上高と費用を参考に算出した。これによると組織人員 1 人につき約 2,000 万円が必要であり、

10 人程度の会社を運営するためには約 2.1 億円の売上が必要となる。非営利組織とする場合は営

業利益分については差し引いた売上高で成り立つと想定される。 

エキキタの売上高は約 5,600 万円程度見込めるため、中小企業実態調査の売上高と組織員の関

係に当てはめると 3 人程度の組織であれば運営できる可能性がある。ただし、これらの事業を 3

人で運営できるかは不透明であり、さらに人員が必要であれば、その他の事業で収益を上げるこ

とや支援金を募るなどを検討する必要がある。 

 

表 組織人員における運営費用 

 

参考：中小企業実態調査 平成 27 年度確報を加工して作成 

※10 万円単位で切り上げ計算しているため売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益の合計と売上高には誤差が生じている 

 

表 エキキタの売上高 

項 目 事業規模（円） 内容 

賑
わ
い
創
出
事
業

・
収
益
事
業 

①街区公園 2,817,500 使用料 

②道路・緑道 80,000 使用料 

③壁面後退空間 80,000 使用料 

④ペデストリアンデッキ 5,327,775 使用料・広告掲出利用料 

⑤有効空地 14,003,955 使用料・広告掲出利用料 

計 22,309,230  

維
持
管
理
事
業 

①道路、公園包括維持管理 20,000,000 包括管理委託費 

②民間施設維持管理（植栽） 14,000,000 一括管理委託費※ 

計 34,000,000  

合 計 56,309,230 
 

※民間施設維持管理（植栽）については一括管理することで個別管理した際よりも 60万円安くなる。その半額の

30万円はエリアマネジメント組織の活動費分として徴収することとする。 

※地域課題対応事業等、自主事業に係る部分や賑わい創出事業の委託部分については算定していない。 
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第 8 章 官民連携スキームの検討・整理 

8-1．エキキタにおける官民連携モデルの設定 

(1) 官民連携モデルイメージ 

これまでの検討結果を基にエキキタにおける官民連携モデルを設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まちのｲﾒｰｼﾞ向

上、税収確保 
賑わいの 
創出 

労務の減少 水準の向上 

効果 

エリアマネジメント組織 

都市再生推進法人 

（株式会社、NPO 法人、社団・財団法人） 

町内会 商工会 行政 企業 大学 

出資、参画、外部評価、協賛、連携、利用、協力等 

維持管理事業 

収益事業 

賑わい 
創出事業 

地域課題 
対応事業 

ｲﾍﾞﾝﾄ、ｶﾌｪ、 
観光振興、利用調整等 

広告 

道路、植栽、民間施設の維持管理 

違法駐輪・駐車、身障者への安全対

策、ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ・空家対策、公園のﾘ

ﾆｭｰｱﾙ、観光振興、情報発信、帰宅

困難者支援 等 

公共空間の維持管理、地域課題への取組を実施していることで公共空間の利用が可能となる 

賑わいや広告等によって生まれた収入を維持管理や地域課題の解決に還元する 

魅力的な 
まちの形成 

持続的な
都市経営 

都市再生整備計画の立案、都市利便増進協定の締結により様々なまちづくりを展開 

都市再生整備計画 

の提案 
都市再生整備計画 

の指定 

広 島 市 

一体性のあるま

ちなみの形成 

複数年 
事業委託 

エリア内包括管理業務委託 

・巡回業務及び苦情要望対応業務 

・点検、修繕、清掃、植栽 

 
複数年 

事業委託 

コストの削減 

維 持 管 理 等 

道路維持管理 
（ペデストリアンデッキ含む） 

公園維持管理 
（緑道含む） 

植栽、エスカレーター、エレベーター維持管理 
（民間敷地内、有効空地、壁面後退空間） 

 
効果 

エキキタ内複数企業 

賑わいの 

創出 

ブランドｲﾒｰｼﾞ

の向上 
地域貢献 収 益 

 
効果 

利 活 用 等 

道路利用、広告掲載 公園利用 
（緑道含む） 

道 路 歩 道 ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ 

有効空地利用、

広告掲載 

（民地） 

壁面後退 

空間利用 

（民地） 

占用一括

許可 占用一括

申請 

利用許可 

利用申請 

道路利用、広告掲載 

公園利用 
（緑道含む） 

利用料 

(占用料,使用料 

協賛金) 

占用料 
使用料 

有効空地利用、

広告掲載 

（民地） 

壁面後退 

空間利用 

（民地） 

エキキタ内複数企業 民間（外部） 

道 路 歩 道 ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ 

利用許可 

利用申請 
利用料 

(協賛金) 

占用 
確認 
通知 占用届出 

※
協
賛
金
は
エ
リ
マ
ネ
組
織
に
支
払
う 

安全で快適な 

インフラの維持 

一体性のある 

まちなみの形成 
満足度の向上 生活利便性の向上 

賑わいの享受 

 
効果 

市 民 
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(2) 官民連携モデルイメージの内容 

エリアマネジメント組織が行う事業を中心に官民連携モデルイメージの内容を整理する。 

事 業 等 内 容 想定される効果 想定される課題・今後検討すべき内容 

維持管理事業 

（公園） 

・市はエキキタ内の公園・道路の維持管理業務をエリアマネジメント組織

に包括管理業務委託する。性能発注、複数年事業委託を想定。 

・エリアマネジメント組織は街区公園の指定管理者制度と同様に維持管理

業務や利用調整を行う。 

□市民 

・一体性のあるまちなみ、個性のあるまちなみが形成される。 

・適切に管理されるため安全で快適なインフラ施設が維持される。 

□広島市 

・包括管理によりこれまでよりも労務の減少が図られる。 

・維持管理対象に近い人たちによって、維持管理事業が行われることから、

巡回や即時対応がきめ細かく行われ、行政サービスの向上につながる。 

□エキキタ内企業 

・バラバラに実施していた維持管理をまとめて行うことで維持管理コスト

の削減につながる。 

・植栽の統一又は、樹種の使い分けにより、一体性のあるまちなみ、個性あ

るまちなみの形成につながる。 

・指定管理者となる団体はその以前に報奨金制度による維持

管理の実施実績が必要。 

・組織の育成（実績づくり） 

・公園利用者への周知 

維持管理事業 

（道路） 

・市はエキキタ内の公園・道路の維持管理業務をエリアマネジメント組織

に包括管理業務委託する。性能発注、複数年事業委託を想定。 

・エリアマネジメント組織は委託に基づく維持管理を行う。 

・包括業務内容の検討、リスク分担の検討、要求水準の検討、

事業期間の検討、受託者の要件の検討、事業採算性の検討、

市民への周知、マーケットサウンディング 

維持管理事業 

（民間） 

・エキキタ内企業は企業ごとに植栽、エレベーター、エスカレーターの維

持管理業務をエリアマネジメント組織に委託する。 

・エリアマネジメント組織は複数から委託された業務を一括して維持管理

を行う。 

（インフラ施設と一体的な維持管理を行う） 

・一括のビルメンテナンスから植栽等の維持管理業務を切り

分け可能か、切り分けて、エリアマネジメント組織が複数

の民間企業を一括して実施した場合のコスト比較 

・業務内容の検討、リスク分担の検討、要求水準の検討、事業

期間の検討、事業採算性の検討 

地域課題対応

事業 

（自主事業） 

・エリアマネジメント組織が自主的に実施する事業で違法駐輪対策、イン

バウンドを含む観光振興、情報発信、帰宅困難者支援等の地域課題に対

応する業務を行う。一部、市からの業務委託の可能性もある。 

□共通 

・地域が持つ課題が解決されることで、住みやすい、働きやすい、買い物し

やすいまちが形成される。（資産価値の向上） 

・地域課題の整理、課題解決のための活動方針の整理 

・組織の育成（実績づくり）、活動実績の蓄積 

・エリア内の合意形成 

・必要な費用の捻出、収益の確保 

賑わい創出事

業、収益事業

（利用） 

・市はエリアの賑わいに関する事業をエリアマネジメント組織に委託す

る。 

・市はインフラ施設、公共的空間を利用することが可能な団体を審査・登

録する。登録の要件のひとつとして利用するインフラ施設の維持管理を

実施していることを設定する。 

・市はエリアマネジメント組織からのインフラ施設、公共的空間の占用の

一括申請を受け、内容を精査し、占用料等を徴収し、一括して占用許可

を出す。 

・エリアマネジメント組織は自主事業、市からの委託事業、地域や企業等

から提案事業によって賑わいの創出を図る。 

・エリアマネジメント組織は広告事業を行う。 

・エリアマネジメント組織はエキキタ内のインフラ施設、公共的空間の利

用の調整を図る。利用における占用申請の窓口となり、エリアマネジメ

ント組織の活動費用や市に支払うべき費用を使用料として徴収する。 

・エリアマネジメント組織は占用内容を精査し、一括して市に占用許可の

申請と占用料等の支払いを行う。 

□共通 

・賑わいが創出される。 

・まちのイメージが向上する。 

□市民 

・生活の利便性が向上する。 

・賑わいを享受することができる。 

□広島市 

・資産価値の向上により税収が確保される。 

□エキキタ内企業 

・賑わいによる収益が向上する。 

・賑わい創出により地域に貢献することができる。 

 

・組織の育成（実績づくり） 

・インフラ施設や公共的空間が利用可能な団体の要件の整理 

・インフラ施設や公共的空間が利用可能な活動内容の整理 

・事業による収益の充当方法の整理 

・インフラ施設や公共的空間の利用に関する制限の緩和、実

証実験の実施 

・広告掲載をしてもらうために、エキキタの魅力創出が必要 
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8-2．事業化に向けてのプロセスの検討 

(1) 事業化プロセスイメージ 

8-1 で設定したモデルの構築に向けて段階的な組織づくり、利活用や維持管理運営の移管のプロセスについて、内容とそのイメージを以下に示す。なお、成熟期については 8-1 で設定したモデルとする。 
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支援 

連携、協力、支援等 

広 島 市 

エキキタ内複数企業 

維 持 管 理 等 

道路維持管理 公園維持管理 

植栽、エスカレーター 
エレベーター維持管理 

指定管理者 

制度 
包括管理に向けた

詳細検討 

利 活 用 等 

道 路 

利 用 

公 園 

利 用 

有効空地利用 
広告 

（民地） 

壁面後退 
空間

※
利用 

（民地） 

・イベント 
・カフェ等
の実証 

イベント 

実証 

エリアマネジメント組織 

任意団体（法人化検討） 

利用、検討 

町内会 

□中期 

委託、実証 

各種団体 

連携、協力、 

利用申請、 

利用料 

(占用料,使用料,協賛金) 

主体的に 

利用、検討 

民間（外部） 

イベント 

利用許可 

イベント 

実証 

占用一括 

届出 

占用一括 

確認通知 

占用 

許可 占用申請 

占用料 
使用料 

※協賛金はエリマネ組織に支払う 

エリアマネジメント組織 

任意団体（法人化検討） 

連携、協力、支援等 

広 島 市 

エキキタ内複数企業 

維 持 管 理 等 

道路維持管理 公園維持管理 

植栽、エスカレーター、 
エレベーター維持管理 

・企業への協力依頼、ルールづくり 

・植栽管理部分のコストメリットの確認 

包括管理に向けた

詳細検討 

利 活 用 等 

道 路 

利 用 

公 園 

利 用 

有効空地利用 
広告 

（民地） 

壁面後退 
空間利用 

（民地） 

イベント 
活用に関する

ルールづくり 

連携、 

協力 

利用 

主体的に利用、検討 

連携、協力 

□初期 

町内会 各種団体 ル
ー
ル
づ
く
り
の
検
討 

活用に関する

ルールづくり 
イベント 

報奨金 
制度 

支援 
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連携、協力、支援等 

広 島 市 

エキキタ内複数企業 

維 持 管 理 等 

道路維持管理 公園維持管理 

植栽、エスカレーター、 
エレベーター維持管理 

指定管理者 

制度 

利 活 用 等 

道 路 

利 用 

公 園 

利 用 

有効空地利用 
広告 

（民地） 

壁面後退 
空間利用 

（民地） 

・イベント 
・カフェ等
の実証 

定常利用 イベント 

エリアマネジメント組織 

（株式会社、NPO 法人、社団・財団法人） 

利用、検討 

町内会 

□育成期 

複数年事業委託 

各種団体 

民間（外部） 

・イベント 

・広告実証 

包
括
管
理
業
務
委
託 主体的に 

利用、検討 

連携、協力、 
利用申請、 

利用料 

(占用料,使用料,協賛金) 

利用許可 

占用一括

申請 
占用料 

占用一括

許可 
占用申請 
使用料 

占用許可 

支援 

※協賛金はエリマネ組織に支払う 

占用一括 
届出 

占用一括 
確認通知 

連携、協力、支援等 

広 島 市 

エキキタ内複数企業 

維 持 管 理 等 

道路維持管理 公園維持管理 

植栽、エスカレーター、 
エレベーター維持管理 

エリア内 

包括管理 

業務委託 

利 活 用 等 

道 路 

利 用 

公 園 

利 用 

有効空地利用 
広告 

（民地） 

壁面後退 
空間利用 

（民地） 

定常利用 イベント 

エリアマネジメント組織 

都市再生推進法人（株式会社、NPO 法人、社団・財団法人） 

町内会 

□成熟期（8-1 の概略版） 

各種団体 

占用一括申請 

占用料・使用料 

民間（外部） 

イベント 

広告 
定常利用 

占用一括 

許可 

複数年事業委託 
利用許可 

連携、協力、 
利用申請、 

利用料 

(占用料,使用料,協賛金) 

※協賛金はエリマネ組織に支払う 

占用一括 
届出 

占用一括 
確認通知 
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(2) 民間開発との連携 

エキキタ内に整備される新しい民間開発において、公共と一体となった維持管理、賑わい創出等の

連携のあり方について整理する。 

 

項目 内容 

賑
わ
い 

広告条例の緩和 

・隣接エリアであっても広告の掲載に異なる制限が出る可能性があり、一体

の開発や同じエリアであればこれを緩和できるような仕組みや事前調整

が必要。 

・緩和できれば、市の玄関口として積極的に公共性の高い広告も打ち出す。 

例えば大型モニターを使って、地区のイベントの宣伝を行う等。 

壁面後退空間の活用 

・各種法制度、ガイドラインに基づいた壁面後退空間は半公共的な空間であ

るため、自由に使用することができない。 

・賑わいの創出や維持管理のための利用が可能となるような連携が必要。 

維
持
管
理 

公共施設の維持管理 

・ペデストリアンデッキ、壁面後退空間、公園等新しく人が集まる又はよく

利用する高質で公的な施設は将来の維持管理方法、費用捻出を整備前か

ら考えて、利用による維持管理費用の捻出を踏まえた連携が必要。 

・従来通りの維持管理では劣化が進み、そのために利用が減るという悪循環

になる可能性がある。 

緑地・植栽の維持管理 ・民間施設と一体性のある緑地や植栽は民間施設と同水準の維持管理が必

要であるため、維持管理方法、クレームの窓口、巡回等について連携する

必要がある。 

地
域
課
題 

新旧住民のコミュニティ

の形成 

・開発によってできたマンションは 1 棟でひとつの町内会を形成すること

がほとんどである。従来から住んでいる住民との交流や諸課題の解決の

ために一体的な組織づくり等について連携が必要である。 

通学路、避難路の設定、

危険箇所マップの作成 

・開発地から学校等の公共施設までの通学路、避難路の事前の設定、さらに

子どものための危険箇所を示したマップ等の作成について連携が必要 

子どもの遊び場の確保 
・開発によって、急激に人口が増加する。そのため、これに耐え得る、子ど

もの遊び場、幼稚園・保育園、小学校、中学校等の公共施設の容量の確保

については連携が必要。 教育施設の容量の確保 

そ
の
他 

地域の意向の把握 
・新規に開発を行う場合、住民の合意形成、プランの検討等を民間が先行投

資を行うが、事前に地域の状況、合意の有無等について連携が必要。 
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8-3．官民ルールの検討 

(1) 公園の包括管理 

公園の包括管理における官民連携のルールについて整理する。公園の包括管理は現在行われて

いる指定管理者制度に準拠することとする。 

 

 

資料：広島市街区公園等指定管理者選定要領  
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資料：広島市街区公園等指定管理者選定要領  
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(2) 道路の包括管理 

道路の包括管理における官民連携のルールについて整理する。 

 

①包括管理の業務項目 

 

項目 内容 現況 

パトロール業務 

定期パトロール 
パトロール業務

として市全体で

仕様発注 

街路灯パトロール 

休日・夜間時緊急パトロール 

維持業務 

道路清掃業務（道路、歩道、ペデストリアンデッキ、

駅前広場） 

各々の業務によ

り東区全体で仕

様発注 

区画線その他設置業務 

街路樹その他保守管理業務（植栽維持管理） 

街路灯橋梁等その他修繕業務 

舗装その他補修工事 

防護柵その他補修工事 

街路樹支障木せん定その他業務 

事故対応 事故に伴う資料作成、補修作業、費用算出 

東区が直接対応 

災害対応業務 緊急パトロール、現地処理 

苦情・要望対応業務 苦情、要望に対する現地確認、対応作業 

占用物件管理業務 
占用物件の状況確認、占用後の現地確認、不法占拠

の防止 

法定外公共物管理業務 里道や水路の管理 

※発注は性能発注とする。委託期間は複数年度とする。 

※建設業が必要となる工事については含めないことも考えられる。 
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②包括管理におけるリスク分担 
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(3) 民間施設の外部空間の維持管理委託 

民間部分の外部空間の委託における業務分野について整理する。個別のルールについては、エ

リアマネジメント組織と民間企業との間で定める事項であり、官主導でルールを決めるべきもの

ではないため検討対象としない。 

 

項目 内容 

植栽維持管理業務 
・民間事業者の敷地内の外構として整備してある植栽等についてエリ

ア内をまとめて維持管理を行う。 

エレベーター、エスカ

レーター管理業務 

・民間事業者の敷地内ではあるが誰もが自由に利用可能なエレベー

ター、エスカレーターについて維持管理を行う。 

駐輪管理業務 
・不適切な駐輪を避けるためにエリア内の駐輪を管理する業務を行

う。 

 

  

▲民間施設の植栽            ▲不適切な駐輪 



 

8-13 

 

(4) 利活用、収益のルール 

以下に当該モデルにおける利活用やエリアマネジメント組織の収益の充当のルールについて整

理する。 

 

収益項目 内容 充当ルール 

公園指定管理費（委託費） 
公園の維持管理に係る事務費、

施設管理費、保険料、人件費 

基本的には左記の内容以外には使

用できない。余剰分は高質管理、ま

ちづくりのために使用できること

とする（人件費を含める）。 

道路の包括管理費（委託費） 
道路の維持管理に係る事務費、

施設管理費、保険料、人件費 

民間施設の外部空間の維持

管理費（委託費） 

民間施設の植栽等の維持管理に

係る事務費、施設管理費、保険

料、人件費 

公園・道路、公共性のある空

間の賑わい創出事業（自主

事業） 

公園や道路、ペデストリアンデ

ッキ、有効空地、壁面後退空間で

行うイベント、カフェ等の利用

に伴う協賛金 

■エリマネ組織 

・インフラ施設の使用、占用許可を

一括して行う。 

・公共的空間の利用の審査を行い、

許可を出す。 

・インフラ施設の使用については

使用料・占用料を市に支払う。 

・市に支払う使用料・占用料と同等

の費用をエリマネ組織の活動費

として協賛金を徴収する。 

・徴収した協賛金は高質管理、まち

づくりのために使用する。 

■民間事業者 

・インフラ施設や公共的空間を利

用するための利用申請をエリマ

ネ組織に申請する。 

・以下の費用をエリマネ組織に支

払う 

①市に支払う使用料・占用料 

②①と同等の費用（エリマネ組

織への協賛金） 

・公共的空間の利用、広告において

は地権者が個別に占用料を定

め、初期投資費用や光熱費、維持

管理費等に使用できることとす

る。 

公園・道路の収益事業（自主

事業） 

ペデストリアンデッキ、有効空

地等で行う広告事業の収入 

 

 


